
　    該当なし

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

（２）固定資産の減価償却の方法

（３）引当金の計上基準

　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式　第二号第一様式　第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式　第二号第二様式　第三号第二様式）

　　　　当法人では、社会福祉事業のみの法人のため作成していない。

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式　第二号第三様式　第三号第三様式）

　　　　当法人では、拠点が１つの法人のため作成していない。

（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式　第二号第三様式　第三号第三様式）

　　　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　ア　灯光園拠点（社会福祉事業）

　　　　　「法人本部」

　　　　　「特別養護老人ホーム灯光園」

　　　　　「灯光園短期入所生活介護事業」

　　　　　「灯光園デイサービスセンター」

　　　　　「灯光園在宅介護支援センター」

　　　　　「灯光園障害福祉サービス事業」

　　　　　「灯光園居宅介護支援事業」

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

5,158,800 0 0 5,158,800

664,319,542 0 22,007,457 642,312,085

5,000,000 0 0 5,000,000

674,478,342 0 22,007,457 652,470,885

　　　・建物並びに器具及び備品―定額法

財務諸表に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

２．重要な会計方針

　　　該当なし

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

　　　・リース資産　　　　　　―該当なし

　　　・徴収不能引当金は、徴収不能が見込まれないので、計上していない。

　　　・賞与引当金　　―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計
        上している。

　　　・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に
　　　　おいて発生していると認められる額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

　該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

　　　・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県福
　　　　祉事業共済会の退職共済制度によっている。

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類

土地（基本）

建物（基本）

定期預金（基本）

合　　計



　担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 5,084,800

建物（基本財産） 497,948,341

計 503,033,141

　担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定を含む） 110,200,000

計 110,200,000

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

5,158,800 0 5,158,800

1,033,814,537 391,502,452 642,312,085

1,038,973,337 391,502,452 647,470,885

45,675,000 0 45,675,000

19,972,029 3,628,856 16,343,173

457,826,850 397,738,378 60,088,472

45,657,598 33,120,773 12,536,825

105,314,476 49,980,488 55,333,988

21,507,493 13,186,531 8,320,962

100,574,700 72,189,972 28,384,728

796,528,146 569,844,998 226,683,148

1,835,501,483 961,347,450 874,154,033

債権額
徴収不能引当金
の当期末残高

債権の当期末残
高

248,691 0 248,691

72,845,588 0 72,845,588

2,386,220 0 2,386,220

75,480,499 0 75,480,499

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

　該当なし

８．担保に供している資産

構築物

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産

土地（基本）

建物（基本）

小　　計

その他の固定資産

土地

建物

建物（建物附属設備）

１３．重要な偶発債務

　該当なし

１４．重要な後発事象

　該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

　該当なし

未収補助金

合　　計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

　該当なし

事業未収金

未収金

機械及び装置

車輌運搬具

器具及び備品

小　　計

合　　計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）



当年度 前年度

578,468 714,578

247,770 159,176

826,238 873,754合　　計（前払費用計上額）

１６．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
　　　明らかにするために必要な事項

(1)　前払費用関係
　前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳
は以下のとおりである。

支払資金の範囲である前払費用

1年基準による振替額

（単位：円）


